
 

 

 

 

 

 

 

山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金 

（上乗せコース） 

 

【募集要領】 

令和７年４月１日より適用 
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１ 目的 

  生産性の改善や従業員の賃金引上げに取り組む県内中小企業を支援するため、厚生

労働省の中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）通常コース（以

下「国助成金」という。）の額の確定通知を受けた事業者に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付します。 

 

２ 補助対象事業者 

 次の①～⑧のすべてに該当する者となります。 

① 山梨県内に事業場があること。 

② 国助成金について、令和６年１０月１日（火）以降に山梨労働局に交付申請を

行い、令和８年２月１０日（火）までに国助成金の交付額確定の通知を受け

ている事業者であること。 

③ 県税を滞納している者でないこと。 

④ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る者でないこと。 

⑤ 山梨県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の

措置期間中の者でないこと。 

⑥ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）等に基づく更生又は再生手続きを行っている者でないこと。 

⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

３条又は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成

員を役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこ

と。 

⑧ 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政治団体に該

当する者でないこと。 

 

３ 交付申請の回数 

  次の各期間に山梨労働局に交付申請を行い、国助成金の交付額確定の通知を受けて

いる場合、各期間ごとそれぞれ１回ずつ申請が可能です。（別々の設備投資等が必要） 

  ①令和６年１０月１日（火）から令和７年３月３１日（月）まで（令和６年度分） 

  ②令和７年４月１日（火）から令和８年２月１０日（火）まで（令和７年度分） 

なお、令和６年度中に山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金（上乗せコース）、

同補助金（拡大コース）または同補助金（環境改善コース）の交付決定を受け、かつ、

令和６年１０月１日以降に賃上げを行った者は、令和６年度分に申請できません。 

 

４ 補助対象経費及び補助率 

 （１）県上乗せ補助 （次のア～ウを合計した額） 
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   ア 次の a b を比較した小さい方の額 

a 国の助成上限額から国の助成額を減じた額 

b 助成金対象経費支出済額（国助成金事業実績報告書に添付した国庫補助金精

算書の写しＤ欄に記載の額）から国の助成額を減じた額 

    

   イ 賃上げ対象者全員の引き上げ額が１２０円以上の場合、次の a b を比較し

た小さい方の額 

a 国助成金対象経費支出済額から国助成上限額を減じた額の 4/5 の額 

    b 別表２または３の県補助上限額② 

 

ウ 厚生労働省のキャリアアップ助成金について、令和６年４月１日以降に支給

決定の通知を受けた場合、またはスリーアップ推進宣言※を行い、スリーア

ップ推進宣言企業として登録され、かつ、キャリアアップ・ユニバーシティ

の講座を受講修了した場合、次の a b を比較した小さい方の額 

a 国助成金対象経費支出済額から国助成上限額を減じた額の 4/5 の額（上記イ

に該当する金額がある場合は、その額を除いた額） 

    b 別表２または３の県補助上限額③ 

     ※交付決定及び額の確定後にキャリアアップ助成金の交付決定を受けた場

合、または、キャリアアップ・ユニバーシティの講座を受講修了した場合

は、ウの金額分を追加で申請できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スリーアップ推進宣言企業募集中 

労使が共益関係を育む中、働き手のスキルアップ、企業の収益アップ、

賃金アップ（スリーアップ）の好循環を目指して、取り組みを進めていた

だくものです。 

詳細は豊かさ共創スリーアップ推進協議会ホームページをご覧くださ

い。 

 スリーアップ宣言 山梨 検索 

 

※やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ（ＣＵＵ）の講座 

  やまなしキャリアアップ・ユニバーシティでは、専門的な知識やスキル

を提供するために独自の講座を開催しています。 

  詳細はやまなしキャリアアップ・ユニバーシティホームページをご覧く

ださい。 

 ＣＵＵ 山梨 検索 
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別表１ 

対象経費 県補助率 

国の業務改善助成金の

対象経費支出済額（※） 

国助成金と本補助金の合計が国の助成上限額以下

となる部分 国助成金と本補助金の

合計が国の助成上限額

を超える部分 

国の助成金の

助成率が 3/4

の場合 

国の助成金の

助成率が 4/5

の場合 

国の助成金の

助成率が 9/10

の場合 

1/4 1/5 1/10 4/5 

※業務改善助成金の事業実績報告書に添付した国庫補助金精算書の写しＤ欄記載の額。 

 

 

  

＜ＣＵＵ講座受講料の負担を軽減します！＞ 

 山梨県スキルアップ研修推進事業費補助金を併せて活用すると、１事業者

当たり最大３０万円（補助率 10/10）まで、従業員のスキルアップ研修に要

する経費を支援します。もちろん、ＣＵＵの講座受講料も対象です。是非

活用ください。 
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別表２(事業場規模 30 人未満の事業者を除く) 

（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１０人以上の上限額区分については、国助成金交付要綱第４条ただし書き及び第４

項に定める特例事業者が対象。 

補助率1/4 補助率1/5
補 助 率
1/10

(国の助成
率3/4の場
合)

(国の助成
率4/5の場
合)

(国の助成
率 9/10 の
場合)

１人 300,000 75,000 60,000 30,000 0 300,000

２～３人 500,000 125,000 100,000 50,000 0 500,000

４～６人 700,000 175,000 140,000 70,000 0 700,000

７人以上 1,000,000 250,000 200,000 100,000 0 1,000,000

１０人以
上

1,200,000 300,000 240,000 120,000 0 1,200,000

１人 450,000 112,500 90,000 45,000 0 450,000

２～３人 700,000 175,000 140,000 70,000 0 700,000

４～６人 1,000,000 250,000 200,000 100,000 0 1,000,000

７人以上 1,500,000 375,000 300,000 150,000 0 1,500,000

１０人以
上

1,800,000 450,000 360,000 180,000 0 1,800,000

１人 600,000 150,000 120,000 60,000 0 600,000

２～３人 900,000 225,000 180,000 90,000 0 900,000

４～６人 1,500,000 375,000 300,000 150,000 0 1,500,000

７人以上 2,300,000 575,000 460,000 230,000 0 2,300,000

１０人以
上

3,000,000 750,000 600,000 300,000 0 3,000,000

１人 900,000 225,000 180,000 90,000 0 900,000

２～３人 1,500,000 375,000 300,000 150,000 0 1,500,000

４～６人 2,700,000 675,000 540,000 270,000 0 2,700,000

７人以上 4,500,000 1,125,000 900,000 450,000 0 4,500,000

１０人以
上

6,000,000 1,500,000 1,200,000 600,000 0 6,000,000

１人 900,000 225,000 180,000 90,000 300,000 900,000

２～３人 1,500,000 375,000 300,000 150,000 500,000 1,500,000

４～６人 2,700,000 675,000 540,000 270,000 900,000 2,700,000

７人以上 4,500,000 1,125,000 900,000 450,000 1,500,000 4,500,000

１０人以
上

6,000,000 1,500,000 1,200,000 600,000 2,000,000 6,000,000

１人 900,000 225,000 180,000 90,000 600,000 900,000

２～３人 1,500,000 375,000 300,000 150,000 1,000,000 1,500,000

４～６人 2,700,000 675,000 540,000 270,000 1,800,000 2,700,000

７人以上 4,500,000 1,125,000 900,000 450,000 3,000,000 4,500,000

１０人以
上

6,000,000 1,500,000 1,200,000 600,000 4,000,000 6,000,000

県補助上限
額②

県補助上限額
③

150円以上

最低賃金
引上げ額

引き上げ
る労働者
数

国 の 助 成
上限額

県補助上限額①

30円以上

45円以上

60円以上

90円以上

120円以上
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別表３ (事業場規模 30 人未満の事業者)  

（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１０人以上の上限額区分については、国助成金交付要綱第４条ただし書き及び第４項

に定める特例事業者が対象。 

補助率1/4 補助率1/5
補 助 率
1/10

(国の助成
率 3/4の場
合)

(国の助成
率4/5の場
合)

(国の助成
率 9/10 の
場合)

１人 600,000 150,000 120,000 60,000 0 600,000

２～３人 900,000 225,000 180,000 90,000 0 900,000

４～６人 1,000,000 250,000 200,000 100,000 0 1,000,000

７人以上 1,200,000 300,000 240,000 120,000 0 1,200,000

１０人以
上

1,300,000 325,000 260,000 130,000 0 1,300,000

１人 800,000 200,000 160,000 80,000 0 800,000

２～３人 1,100,000 275,000 220,000 110,000 0 1,100,000

４～６人 1,400,000 350,000 280,000 140,000 0 1,400,000

７人以上 1,600,000 400,000 320,000 160,000 0 1,600,000

１０人以
上

1,800,000 450,000 360,000 180,000 0 1,800,000

１人 1,100,000 275,000 220,000 110,000 0 1,100,000

２～３人 1,600,000 400,000 320,000 160,000 0 1,600,000

４～６人 1,900,000 475,000 380,000 190,000 0 1,900,000

７人以上 2,300,000 575,000 460,000 230,000 0 2,300,000

１０人以
上

3,000,000 750,000 600,000 300,000 0 3,000,000

１人 1,700,000 425,000 340,000 170,000 0 1,700,000

２～３人 2,400,000 600,000 480,000 240,000 0 2,400,000

４～６人 2,900,000 725,000 580,000 290,000 0 2,900,000

７人以上 4,500,000 1,125,000 900,000 450,000 0 4,500,000

１０人以
上

6,000,000 1,500,000 1,200,000 600,000 0 6,000,000

１人 1,700,000 425,000 340,000 170,000 300,000 1,550,000

２～３人 2,400,000 600,000 480,000 240,000 500,000 2,250,000

４～６人 2,900,000 725,000 580,000 290,000 900,000 2,850,000

７人以上 4,500,000 1,125,000 900,000 450,000 1,500,000 4,500,000

１０人以
上

6,000,000 1,500,000 1,200,000 600,000 2,000,000 6,000,000

１人 1,700,000 425,000 340,000 170,000 600,000 1,400,000

２～３人 2,400,000 600,000 480,000 240,000 1,000,000 2,100,000

４～６人 2,900,000 725,000 580,000 290,000 1,800,000 2,800,000

７人以上 4,500,000 1,125,000 900,000 450,000 3,000,000 4,500,000

１０人以
上

6,000,000 1,500,000 1,200,000 600,000 4,000,000 6,000,000

県補助上限
額②

県補助上限額
③

150円以上

最低賃金
引上げ額

引き上げ
る労働者
数

国 の 助 成 上
限額

県補助上限額①

30円以上

45円以上

60円以上

90円以上

120円以上
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（２）社会保険労務士への報酬 

   社会保険労務士に国助成金及び本補助金の交付申請手続きに係る報酬を支払っ

た場合は、その報酬額の実支出額と１０万円とを比較した低い方の額。 

別表４ 

対象経費 交付額 

業務改善助成金、賃金アッ

プ環境改善事業費補助金交

付申請手続きに係る社会保

険労務士への報酬 

報酬額の実支出額と次の上限額とを比較して少ない方の額を支給額

とする。年間契約を行っている場合は、業務改善助成金、賃金アップ

環境改善事業費補助金の申請手続きを依頼したことで、増加した金額

を報酬額の実支出額とする。 

ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てる。 

 上限額 １００千円 

 

【算定例】 

・従業員 40 名 ・300 万円の設備投資 ・3 名の賃金を 120 円引き上げ 

・業務改善助成金 150 万円受給 ・キャリアアップ助成金支給決定あり  

・社会保険労務士への報酬７万円 

 ＜内訳＞     

〇県上乗せ補助 （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝120 万円 

 ア 150 万円（国の助成上限額）※別表２－150 万円（国の助成額）＝0万円…a 

      300 万円（助成金対象経費支出済額）－150 万円（国の助成額）＝150 万円…ｂ 

      ⇒a と b を比較し少ない方が交付額  a＜ｂ よって 0 万円（Ａ） 

イ 引き上げ額が 120 円以上の場合の上乗せ 

300 万円（助成金対象経費支出済額）－150 万円（国助成上限額）×4/5＝120 万円…a  

    別表２の県補助上限額② 50 万円…ｂ 

⇒a と b を比較し少ない方が交付額  a＞ｂ よって 50 万円（Ｂ） 

  ウ キャリアアップ助成金の支給決定を受けている場合の上乗せ 

     300 万円（助成金対象経費支出済額）－150 万円（国助成上限額）×4/5＝120 万円 

    120 万円―50 万円（Ｂに該当する額）＝70 万円…a 

    別表２の県補助上限額③ 120 万円…ｂ 

⇒a と b を比較し少ない方が交付額  a＜ｂ よって 70 万円（Ｃ） 

〇社会保険労務士への報酬補助 7 万円 

    報酬の実支出額 ７万円…a 

    上限額 10 万円…ｂ 

⇒a と b を比較し少ない方が交付額  a＜ｂ よって 7 万円 

 

 

合計127万円 
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（３）複数の事業場分を申請する場合の交付決定額について 

・補助対象事業者が複数の事業場（Ａ店、Ｂ店など）の申請をする場合、（１）

により算出された各事業場の補助額、山梨県賃金アップ環境改善事業費補助

金（拡大コース）及び同補助金（環境改善コース）の補助額の合計が１，０

００万円（ウに該当する場合は１，６００万円）を超える場合、当該金額を

補助対象事業者の補助上限額とします。その際、各事業所の対象経費の割合

に応じて按分した額を交付額とします。 

・上記取り扱いによる交付額の決定は県で行うため、申請上は（１）の算出に

より申請してください。 

   ・なお、社会保険労務士への報酬がある場合の補助額は上記には含みません。 

 

＜４（３）のイメージ＞ 

○県上乗せ補助 

 ・Ａ社が３つの事業場の申請をする場合 

                          ３（１）算出した補助額 

 

 

 

 

 

 

 ⇒上限を上回るため、補助額を再計算して交付額を決定 

  a 店…300 万円/1,200 万円×1,000 万円 ＝ 250 万円 … a 店の交付決定額 

  b 店…480 万円/1,200 万円×1,000 万円 ＝ 400 万円 … b 店の交付決定額 

  c 店…420 万円/1,200 万円×1,000 万円 ＝ 350 万円 … c 店の交付決定額 

 

 

５ 交付申請から補助金支払、報告までの手続の流れ 

 

 

 

 

※交付決定及び額の確定の後、キャリアアップ助成金の支給決定を受けた場合、または、

キャリアアップ・ユニバーシティの講座を受講修了した場合は、別表第２、３の県補

助上限額③の部分を追加で申請できます。 

 

 

【事業主】 

交付申請兼実績報告書の 

作成、提出（R8.2.10 まで） 

【県】 

審査・交付決定・額の確定 

補助金の支払 

【事業主】 

状況報告（国助成金状況

報告後 30 日以内） 

Ａ社 

b 店 

a 店 

c 店 

300 万円 

480 万円 

420 万円 

合計 

1,200 万円 

上限 

1,000 万円 
＞ 
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６ 申請書の提出  

補助金交付を希望される方は交付申請書等を作成し、事務局に提出してください。 

様式は山梨県のホームページからもダウンロードできます。 

なお、申請は事業場単位で行ってください。  

山梨県 賃金アップ 補助金  検索 

 

（１） 申請期限   令和８年２月１０日（火）まで。 

（２） 補助金交付申請に必要な書類 

   【交付申請兼実績報告】 ※ク、ケ、コは該当ある場合のみ 

    ア 交付申請兼実績報告書（第１号様式） 

イ 誓約書（第２号様式） 

ウ 国助成金交付額確定通知書の写し 

（国助成金交付要綱 様式第 11 号（申請時期によっては 10 号）） 

エ 国助成金実績報告書の写し（国助成金交付要綱 様式第 9 号） 

オ 国庫補助金精算書の写し（国助成金交付要綱 様式第 9 号別紙１） 

カ 事業実施結果報告書の写し（国助成金交付要綱 様式第 9 号別紙２） 

キ 県税に未納がない旨の証明書 

ク キャリアアップ助成金支給決定通知書の写し 

ケ キャリアアップ・ユニバーシティの講座受講修了証の写し 

コ 国助成金申請手続に係る社会保険労務士への報酬金額が確認できる領収

書等の写し 

【交付申請兼実績報告（追加）】 

※交付決定及び額の確定後にキャリアアップ助成金の支給決定、または、キ

ャリアアップ・ユニバーシティの講座を受講修了を受け、別表２、３の県

補助上限額③の部分にかかる補助金を申請する場合 （イかウはいずれか） 

    ア 交付決定兼実績報告書（追加）（第４号様式） 

    イ キャリアアップ助成金支給決定通知書の写し 

    ウ キャリアアップ・ユニバーシティの講座受講修了証の写し 

 

（３） 提出方法  

   次のあて先に郵送又は PDF 化し１つのファイルにまとめた書類をメールで送信し

てください。  

    【提出先】  

     〒409-3851 山梨県中巨摩郡昭和町河西 1232-1 

        山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金事務局 

電話：070-1545-5065 

080-6656-0050 
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メールアドレス：chingin-up@hucom-eng.co.jp 

 

７ 状況報告の提出  

国助成金交付要綱第１２条の状況報告を山梨労働局に行った後、３０日以内に状況

報告書を提出する必要があります。 

様式は山梨県のホームページからもダウンロードできます。 

山梨県 賃金アップ 補助金  検索 

 

（１） 提出期限   国助成金状況報告書（様式第８号）提出から３０日以内 

          ※賃金アップ環境改善事業費補助金（上乗せコース）申請時に上

記提出済の場合は、交付決定後速やかに提出。 

（２） 状況報告に必要な書類 

    ア 状況報告書（様式第８号） 

    イ 国助成金状況報告書（国助成金交付要綱 様式第８号） 

 

（３） 提出方法  

   次のあて先に郵送又は PDF 化し１つのファイルにまとめた書類をメールで送信し

てください。  

    【提出先】  

     〒400-8501 山梨県甲府市丸の内 1-6-1 

        山梨県 働く人・働き方支援課 働き方改革推進担当 

電話：055-223-1561 

メールアドレス：hataraku@pref.yamanashi.lg.jp 

 

８ 注意事項  

【補助金交付の申請】  

・申請に係る一切の費用は申請者自身の負担となります。  

・提出された書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。  

・必要に応じて別途追加資料の提出をお願いする場合がありますのでご承知ください。 

 

【補助金の支払等】  

・補助金は、補助金額確定通知後の精算払となります。  

・１件あたりの取得価格が５０万円以上の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数に相当する期間（以

下「処分制限期間」という。）を経過するまで、知事の承認を受けずに用途変更、譲

渡、交換、貸付、担保の用に供することはできません。 

・補助事業者は、補助対象経費の収支状況等を証する書類（発注書、契約書、請求書、
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領収書、通帳等、賃金台帳、労働条件通知書等）を整備し、事業完了年度の翌年度か

ら起算して５年間保存する必要があります。１件あたりの取得価格が５０万円以上の

財産を取得した場合は、これらの書類を処分制限期間中保管する必要があります。 

 

【その他】  

・提出書類は、山梨県情報公開条例（平成１１年山梨県条例第５４号）に規定する非開

示情報に該当するものを除き、同条例の規定による公文書の開示の対象となります。 

・本要領の内容は令和７年４月１日以降の交付決定分について適用し、それより前の交

付決定分については、従前の要領を適用します。 


